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＜議 事＞ 

開会 

 

１．委員紹介、委員長選任 

 

２．本会議の設置の背景、趣旨、目的について 

 

３．本検討における自立支援等の基本的な考え方について 

 

４．事例に基づく検討（公開ケア会議） 

 （１）事例１ 

 （２）事例２ 

 （３）事例検討結果のまとめ 

 

５．解決すべき課題とその改善方策について（意見交換） 

 

閉会 
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 資料５-２ ：自立支援に資するケアマネジメントの一つの考え方（参考） 

 資料６-１ ：事例検討用資料 （事例１） 

 資料６-２ ：事例検討用資料 （事例２） 

 

 参考資料１ ：指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（抄） 

 参考資料２ ：介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について（抄） 

 参考資料３ ：主治医意見書 
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（敬称略・順不同） 

 

出欠 氏   名 所 属 ・ 保 有 資 格 

1 ○ 田中 滋 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授 

2 ○ 岡島 潤子 株式会社やさしい手開発本部地域包括ケア推進 参与、主任介護支援専門員、社会福祉士 

3 ○ 緒方 有為子 株式会社北九州福祉サービス 統括部長、主任介護支援専門員、保健師 

4 ○ 唐木 美代子 北杜市介護支援課長（北杜市地域包括支援センター長）、主任介護支援専門員、保健師、看護師 

5 ○ 北村 三千代 株式会社シルバーホクソン（川口市南平地域包括支援ｾﾝﾀー 長）、主任介護支援専門員、福祉用具ﾌ゚ﾗﾝﾅー  

6 ○ 福田 弘子 一般社団法人日本介護支援専門員協会 生涯学習委員会委員長、主任介護支援専門員 

7 ○ 水村 美穂子 青梅市地域包括支援センターすえひろ センター長、看護師、主任介護支援専門員 

8 ○ 黒田 正一 富山市岩瀬・萩浦地域包括支援センター、主任介護支援専門員 

9 ○ 英 裕雄 医療法人社団三育会新宿ヒロクリニック、医師 

10 ○ 五島 朋幸 ふれあい歯科ごとう代表、歯科医師 

11 × 長津 雅則 シーガル調剤薬局、薬剤師 

12 ○ 福田 裕子 ケアラーズジャパン株式会社 まちのナースステーション八千代 所長、看護師 

13 ○ 村井 千賀 一般社団法人日本作業療法士協会 生活行為向上マネジメント推進プロジェクトリーダー、作業療法士 

14 ○ 青木 文恵 株式会社日本生科学研究所 取締役副社長、管理栄養士、主任介護支援専門員 

15 ○ 吉島 豊録 梅光学院大学 子ども学部 准教授 

16 ○ 石田 光広 稲城市福祉部長 

17 ○ 東内 京一 和光市保健福祉部長 

以上 
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ケアマネジメント向上会議 設置要綱 

 

 

 

１．趣旨 

・ケアプランの実態と課題について、事例に基づいた評価・検証を通じ、

介護支援専門員のケアマネジメントの向上を図るため、自立支援に資す

るケアマネジメントをより円滑に実施するための改善方策の検討を目的

として、ケアマネジメント向上会議を設置する。 

・多職種協働により、事例に基づいた評価・検証を実施するため、ケアマ

ネジメント向上会議の下に、公開ケア会議を開催する。 

 

２．構成員 

   別紙のとおり 

 

３．検討事項 

  ・事例の評価・検証を通じたケアプランの実態と課題の把握 

  ・ケアマネジメント向上のための改善方策の検討・整理 

 

４．スケジュール 

  ・第 1 回：平成 24 年１1 月２８日 

  ・第 2 回：平成 25 年 1 月（予定） 

  ・第 3 回：平成 25 年 2 月（予定） 

 

５．議事 

   原則公開とする。 

 

６．その他 

本会議の運営に係る庶務は、平成２４年度介護支援専門員研修改善事業

の受託先である（株）日本総合研究所が行う。 
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第第第第 1111 回回回回ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント向上会議向上会議向上会議向上会議（（（（公開公開公開公開ケアケアケアケア会議会議会議会議））））    出席者一覧出席者一覧出席者一覧出席者一覧    

 

（敬称略・順不同） 

 

氏   名 所 属 ・ 保 有 資 格 

1 田中 滋 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授 

2 岡島 潤子 

株式会社やさしい手開発本部地域包括ケア推進 参与、 

主任介護支援専門員、社会福祉士 

3 緒方 有為子 株式会社北九州福祉サービス 統括部長、主任介護支援専門員、保健師 

4 唐木 美代子 

北杜市介護支援課長（北杜市地域包括支援センター長）、 

主任介護支援専門員、保健師、看護師 

5 北村 三千代 

株式会社シルバーホクソン（川口市南平地域包括支援センター長）、 

主任介護支援専門員、福祉用具プランナー 

6 福田 弘子 

一般社団法人日本介護支援専門員協会 生涯学習委員会委員長、 

主任介護支援専門員 

7 水村 美穂子 

青梅市地域包括支援センターすえひろ センター長、 

看護師、主任介護支援専門員 

8 黒田 正一 富山市岩瀬・萩浦地域包括支援センター、主任介護支援専門員 

9 英 裕雄 医療法人社団三育会新宿ヒロクリニック、医師 

10 五島 朋幸 ふれあい歯科ごとう代表、歯科医師 

11 長津 雅則 シーガル調剤薬局、薬剤師 

12 福田 裕子 

ケアラーズジャパン株式会社 まちのナースステーション八千代 所長、

看護師 

13 村井 千賀 

一般社団法人日本作業療法士協会 生活行為向上マネジメント推進プロジェクトリーダー、

作業療法士 

14 青木 文恵 

株式会社日本生科学研究所 取締役副社長、 

管理栄養士、主任介護支援専門員 

15 吉島 豊録 梅光学院大学 子ども学部 准教授 

16 石田 光広 稲城市福祉部長 

17 東内 京一 和光市保健福祉部長 

※公開ケア会議のメンバーは、原則として上記のメンバーから事例に応じて選定する。 

 

以上 



本会議の設置の背景、趣旨、目的
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１．本会議の背景

1

• 今般の法改正に際してとりまとめられた審議報告において、ケアマネジメントについては以下のように

指摘された。この指摘を踏まえ、現在、「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあ

り方に関する検討会」において、具体的な課題の整理とその解決に向けた方向性の議論が進められ

ている。

• あり方検討会で整理されている課題のうち、個別具体的な課題とその解決方策については、別途、

多様な専門職・実務者を交え、事例に基づく分析・評価を踏まえた詳細な検討が必要。

■■■■ 社会保障審議会介護給付費分科会社会保障審議会介護給付費分科会社会保障審議会介護給付費分科会社会保障審議会介護給付費分科会 審議報告審議報告審議報告審議報告（（（（抄抄抄抄）（）（）（）（平成平成平成平成23232323年年年年12121212月月月月7777日日日日））））

居宅介護支援・介護予防支援（抄）

○ ケアマネジメントについては、利用者像や課題に応じた適切なアセスメントができていないのではないか、サービス担当者会

議における多職種協働が十分に機能していないのではないか、医療関係職種との連携が不十分なのではないか、施設におけるケ

アマネジャーの役割が不明確なのではないか等さまざまな課題が指摘されている。これらの課題に対して、介護報酬における対

応に加えて、より根本的なケアマネジメントの在り方の検討が求められている。とりわけ、施設におけるケアマネジャーの役割

及び評価等のあり方については、次期介護報酬改定において結論を得る。

○ 次期介護報酬改定までの間に、地域包括支援センターを中心とした「地域ケア会議」等の取組みを通じて多職種連携を推進す

るとともに、ケアプランやケアマネジメントについての評価・検証の手法について検討し、ケアプラン様式の見直しなど、その

成果の活用・普及を図る。また、ケアマネジャーの養成・研修課程や資格の在り方に関する検討会を設置し、議論を進める。

■■■■ 社会保障審議会介護保険部会社会保障審議会介護保険部会社会保障審議会介護保険部会社会保障審議会介護保険部会 意見書意見書意見書意見書（（（（抄抄抄抄）（）（）（）（平成平成平成平成22222222年年年年11111111月月月月30303030日日日日））））

（ケアプラン、ケアマネジャーの質の向上）

○ 地域包括ケアの実現を図るためには、介護保険のサービスやそれ以外のサービスとのコーディネートや関係職種との調整が欠

かせない。特に、重度者については、医療サービス利用者の意向を踏まえつつ、そのニーズを的確に反映した、より自立支援

型、機能促進型のケアプランの推進が求められているを適切に組み込むことが重要となっている。

○ また、ケアマネジャーの独立性、中立性を担保する仕組みを強化していく必要がある。

○ こうした状況において、まずは、ケアプランの様式変更やケアプランチェックなど可能なものから取り組んでいくこととし、

さらに、より良質で効果的なケアマネジメントができるケアマネジャーの資格のあり方や研修カリキュラムの見直し、ケアプ

ランの標準化等の課題について、別途の検討の場を設けて議論を進めることが必要である。

○ なお、複雑なサービスをコーディネートする必要がない場合などは、要介護者及び要支援者が各種の介護サービスを自ら選

択・調整する居宅サービス計画（セルフケアプラン）の活用支援なども検討することが必要である。
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２．本会議の趣旨

１．趣旨

• ケアプランの実態と課題について、事例に基づいた評価・検証を通じ、介護支援専門員のケアマネジ

メントの向上を図るため、「自立支援自立支援自立支援自立支援にににに資資資資するするするするケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントのののの考考考考ええええ方及方及方及方及びびびび具体的具体的具体的具体的なななな事例事例事例事例のののの発信発信発信発信」と、

「自立支援自立支援自立支援自立支援にににに資資資資するするするするケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントをよりをよりをよりをより円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを検討検討検討検討することすることすることすること」をね

らいとして、以下の会議体を設置する。

２．実施内容

• 上記の趣旨を踏まえて、以下の事業を実施する。

（２）ケアプランの実態と課題について、具体

的なケアプランと介護支援専門員の思考

過程の事例に基づき、多職種の協働によ

る公開の議論の場において、事例評価事例評価事例評価事例評価・・・・

検証検証検証検証をををを実施実施実施実施しししし、、、、ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント向上向上向上向上ののののたたたた

めのめのめのめの改善方策改善方策改善方策改善方策をををを提案提案提案提案する。

（１）「チームケア（多職種間の連携）の円滑

化に資するものとなるか」、「ケアマネジメ

ントの評価に資するものとなるか」という

２つの視点から、公開ケア会議の結果等

を踏まえ、提案提案提案提案されたされたされたされた改善方策改善方策改善方策改善方策についてについてについてについて、、、、

見直見直見直見直すべきすべきすべきすべき点点点点とととと見直見直見直見直しのしのしのしの方向性方向性方向性方向性をををを整理整理整理整理

する。

（２）公開ケア会議の開催（１）ケアマネジメント向上会議の設置
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３．目的と概要 （１）ケアマネジメント向上会議

• 目的

– 「チームケア（多職種間の連携）の円滑化に資するものとなるか」、「ケアマネジメントの評価に

資するものとなるか」という２つの視点から、公開ケア会議の結果等を踏まえ、提案された改善

方策について、見直すべき点と見直しの方向性を整理すること。

• 構成メンバー

– 介護支援専門員をはじめ、在宅介護等に携わる多職種の実務者を中心に構成

• 開催スケジュール

日程日程日程日程 検討内容検討内容検討内容検討内容（（（（案案案案））））

第１回

（平成24年11月28日）

※第1回公開ケア会議と同日開催

• 公開ケア会議（仮称）の進め方について

• 課題抽出シート(仮称)等の実証事業について

第2回 （平成25年1月）

• 公開ケア会議（仮称）の開催結果について（中間報告）

• 改善方策に係る見直すべき点と方向性について

第3回 （平成25年2月）

• 実証事業の結果について（結果報告）

• 公開ケア会議（仮称）の開催結果について（結果報告）

• 実証事業及び公開ケア会議の結果を踏まえたとりまとめ
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３．目的と概要 （２）公開ケア会議の進め方

• 目的

– ケアプランの実態と課題について、具体的なケアプランと介護支援専門員（ケアマネジャー）の

思考過程の事例に基づき、多職種の協働による公開の議論の場において、事例評価・検証を

実施する。

– 事例評価・検証を踏まえて、ケアマネジメント向上のための改善方策を提案する。

• 方針

– 評価者は専門職とし、多職種により自立支援に向けたケアプランの作成を促すことを目指す。

（ケアマネジメント向上会議メンバーを中心に、事例によって評価者を選定する）

• 対象

– 要介護度ごとに１例程度、計７例程度

• 実施方法

① 利用者の中に比較的多い状態像の事例の中から、対象プランを抽出

（（（（※※※※介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員のののの養成養成養成養成・・・・OJTOJTOJTOJTのののの重要性重要性重要性重要性にににに注目注目注目注目がががが集集集集まっていることをまっていることをまっていることをまっていることを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、業務経験年数業務経験年数業務経験年数業務経験年数

がががが３３３３年以下年以下年以下年以下のののの初任段階初任段階初任段階初任段階ののののケアマネケアマネケアマネケアマネがががが作成作成作成作成したしたしたしたプランプランプランプランをををを抽出抽出抽出抽出））））

② メンバーのうち介護支援専門員資格保有者２人程度により、事前評価（利用者へのモニタリング、

アセスメント情報のチェック等の評価）を行う。

③ 事例に関する資料（基本情報、ケアプラン等）を整理し、メンバーへ事前に共有する。

④ 会合を開催し、その場で多職種による評価・検証と改善提案を行う。

⑤ 評価事項（課題及び改善方策等）を、「当該事例に関わるもの（＝初任者への助言・指導で

指摘すべき事項）」と「相談・支援の体制や地域の取り組みに関わるもの等」に整理する。

• 会合の開催方法

– 公開（ただし、傍聴は事前申込み。録音・録画は厳禁）

– 第1回公開ケア会議は、第1回ケアマネジメント向上会議と同日開催。



４．本会議で検討する論点の整理（たたき台）

• 「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会（第6回）」に示された課題及びその対応の方向性（案）

のうち、「（５）介護支援専門員・ケアマネジメントの質の向上」に関するものを中心に、以下のような論点について検討してはどうか。
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（（（（アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント段階段階段階段階におけるにおけるにおけるにおける多職種間連携多職種間連携多職種間連携多職種間連携についてについてについてについて））））

• アセスメントをより円滑にかつ有効なものとするために、介護支援専門員が多職種あるいは各サービス事業者から情報を収集

し、ケアを提供するためのチームを作りやすい環境をどのように構築すべきか。

• 介護支援専門員に対する主治医意見書等の提供に係る運用や、各サービス事業者等から提供される各種情報の書式の標

準化についてどう考えるべきか。

（（（（ケアプランケアプランケアプランケアプラン等等等等のののの書式書式書式書式についてについてについてについて））））

• ケアマネジメントのプロセスを可視化するとともに、ケアカンファレンスにおける多職種協働の円滑化を図るため、共通の「課題

抽出シート（仮称）」の導入についてどう考えるべきか。

• 短期目標の結果を総括し、次期の居宅サービス計画を作成する際に踏まえるべき事実を整理できるよう、評価・見直しに関す

るシート（評価表）の導入についてどう考えるべきか。

• 介護予防サービス・支援計画書や居宅サービス計画書等、居宅サービスの提供に関する各種書式についてどう考えるべきか。

（（（（介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員にににに対対対対するするするする相談相談相談相談・・・・支援支援支援支援のののの仕組仕組仕組仕組みについてみについてみについてみについて））））

• 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員等による、介護支援専門員に対する相談・支援の仕

組みについてどう改善すべきか。

（（（（地域地域地域地域のののの課題課題課題課題をををを集約集約集約集約するするするする取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて））））

• 今回実施したような、公開の場でケアマネジメントの評価・検証を行う会議の活用についてどのように考えるべきか。

• 個々のケアマネジメントの実践から、介護保険運営上の課題（地域全体の課題）を具体的に把握しやすくし、地域ケア会議を

円滑に実施するための、会議への情報提供方法についてどのように考えるべきか。

（（（（研修研修研修研修についてについてについてについて））））

• 上記各論点における多職種連携や情報共有等に関する課題を踏まえ、各種研修の内容についてどのように考えるべきか。

本会議本会議本会議本会議でででで検討検討検討検討をををを要要要要するするするする論点論点論点論点のののの整理整理整理整理（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））
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【参考】 介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会 第6回（平成24年10月10日）

資料１ 本検討会の議論を踏まえた主な課題と対応の方向性（案） より抜粋
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本検討における自立支援等の

基本的な考え方について

資料５-１



【【【【平成平成平成平成24242424年度年度年度年度】】】】

①ケアプラン事例検証に向けた調査

・アセスメント情報からケアプラン作成に至るプロセスを可視化するための課題抽出

シートの作成。

・概ね1,000ケースについて、ケアプランとケアマネジャーの思考過程の事例を収集し、

アセスメントによる課題抽出からケアプラン作成に至るケアマネジメントの内容につ

いて評価・検証。

・「地域ケア会議」での活用も試行的に実施。

②ケアマネジメント向上会議（仮称）の開催

・ケアマネジメントの実態と課題について、具体的なケアプランとケアマネジャーの思考

過程の事例に基づき、多職種の協働による公開の議論の場において、事例評価・検証を

実施。

・事例評価・検証を踏まえて、ケアマネジメント向上のための改善方策を検討。

・会議メンバーは、多職種からなる実務者を中心として構成する予定。

ケアマネジメント向上事業の実施について

＜介護支援専門員研修改善事業（平成24年度予算）＞

介護支援専門員研修改善事業（平成24年度予算）において、現行のケアマネジメントの実態

と課題を明らかにするため、具体的なケアプランとケアマネジャーの思考過程の事例に基づい

て、ケアマネジメントの評価・検証と、ケアマネジメント向上のための改善方策の検討を行う。

目 的

�「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後のあり方に関する検討会」への報告

事業内容
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自立支援に関する介護保険法の規定

保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるととも

に、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。

被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切

な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行われなければならない。

保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮さ

れなければならない。

介護保険法 第２条介護保険法 第２条

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚

して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハ

ビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、そ

の有する能力の維持向上に努めるものとする。

介護保険法 第４条介護保険法 第４条

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する

者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共

同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、

もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法 第１条介護保険法 第１条
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介護支援専門員による自立支援に関する規定

指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し

て行われるものでなければならない。

指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用

者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第１条指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第１条
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計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入

所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える

問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決

すべき課題を把握しなければならない。

※介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の運営に関する基準にも同様の規定がある。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第１２条指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第１２条

居宅の介護支援専門員であっても施設の介護支援専門員で

あっても、その役割は「利用者の自立支援」



介護保険における自立支援

【保険給付の際の留意点】

○要介護状態・要支援状態の維持改善

○医療との連携

○利用者の選択に基づいた保健医療福

祉サービスの総合的・効率的な提供

○居宅において、利用者の有する能力

に応じ自立した日常生活の実現
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○要介護状態等となることを予防する

ため、健康の保持増進に努める

○要介護状態等となっても、リハビリ

テーション等の適切な保健医療福祉

サービスの利用による能力の維持向

上

介護保険における自立支援とは、介護保険法第１条にある通り、

利用者が要介護状態等となっても、尊厳を保持し、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援すること。

介護保険介護保険介護保険介護保険におけるにおけるにおけるにおける保険給付保険給付保険給付保険給付 利用者利用者利用者利用者のののの努力努力努力努力・・・・義務義務義務義務

介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員によるによるによるによる支援支援支援支援 ＝＝＝＝ 自立支援自立支援自立支援自立支援

介護保険における自立支援の実現



「地域包括支援センターの設置運営について」（課長通知） 平成24年3月30日一部改正（抜粋）

下線部は改正点

４４４４ 事業内容事業内容事業内容事業内容

（（（（１１１１））））包括的支援事業包括的支援事業包括的支援事業包括的支援事業

①～③（略）

④④④④包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント支援支援支援支援業務業務業務業務についてについてについてについて

（中略）

業務の内容としては、後述する「「「「地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議」」」」等を通じた自立支援に資するケアマネジメント

の支援、包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護支援専門員のネットワークの構築・

活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談、地域の介護支援専門員が抱える支援困難事

例等への指導・助言を行うものである。

（（（（２２２２））））多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働によるによるによるによる地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築

包括的支援事業を効果的に実施するためには、介護サービスに限らず、地域の保健・福祉・医療

サービスやボランティア活動、インフォーマルサービスなどの様々な社会的資源が有機的に連携する

ことができる環境整備を行うことが重要である。（法第115条46第5項）このため、こうした連携体制

を支える共通基盤として多職種協働による「地域包括支援ネットワーク」を構築することが必要であ

る。

地域包括支援ネットワークは、地域の実情に応じて構築されるものであるが、例えば、その構築の

ための一つの手法として、「行政職員、センター職員、介護サービス事業者、医療関係者、民生委員

等から構成される会議体」（以下この通知において「「「「地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議」」」」という。）を、センター（また

は市町村）が主催し、設置・運営することが考えられる。

設置運営要綱における「地域ケア会議」の明文化①
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①①①① 地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議のののの目的目的目的目的

ア 個別ケースの支援内容の検討を通じた、

（ⅰ） 高齢者の実態把握や課題解決のための地域支援ネットワークの構築

（ⅱ） 地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマ

ネジメントの支援

（ⅲ） 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握

イ その他地域の実情に応じて必要と認められる事項

②②②② 地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議のののの構成員構成員構成員構成員

上記①の会議の目的に応じ、行政職員、センター職員、介護サービス事業者、医療関係者、民

生委員等の中から、出席者を調整する。

多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築に当たっては、①センター単位のネット

ワーク、②市町村単位のネットワーク、③市町村の圏域を超えたネットワークなど、地域の特性

に応じたネットワークを構築することにより、地域の関係者との相互のつながりを築き、日常的

に連携が図られるよう留意する必要がある。

特に、医療と介護の連携に基づく地域包括ケアの構築のためには、在宅医療の関係者との緊密

な連携を図ることが望ましい。

また、市町村は、要援護者の支援に必要な個人情報を、個人情報の保護の観点にも十分留意し

つつ、支援関係者間で共有する仕組みや運用について、センターと連携して構築することが望ま

しい。

設置運営要綱における「地域ケア会議」の明文化②

7



市町村市町村市町村市町村

「「「「地域地域地域地域ケアケアケアケア会議会議会議会議」」」」のののの設置設置設置設置・・・・運営運営運営運営

要介護者の個人ごとに、多職種の第三者による専門的視点を交え

て、要介護度の改善等の自立を目指した個別のケア方針を検討す

る。

①アセスメント内容の共有

②多角的な課題分析とケア方針の検討

→ケアマネジャー等への助言・指導

→ケアプラン等への反映

③モニタリング結果と評価の共有

地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター （４,２２４ヶ所→1万ヶ所へ）

保健師 社会福祉士 主任ケアマネジャー

≪主な構成員≫

※実務者レベルで構成

※事例により参加者は異なる

・自治体職員、包括職員

・ケアマネジャー

・介護事業者

・OT、PT、ST

・医師、歯科医師、薬剤師

・看護師

・管理栄養士、歯科衛生士

・その他必要に応じて参加

・自立支援の視点がより必要な事例

・サービス担当者会議で課題解決が困難な事例

協働

協働

在宅医療連携拠点

協働

地域の医療関係者との

連携・協働

都道府県医師会

郡市医師会

各専門職能団体

病院・診療所

薬 局

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

医師派遣

医療的助言

★これらの事例は、市町村が定め

る選定基準や担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰから

の提案に従って決定する。

【自立支援の視点がより必要な事例】

・介護予防の視点が必要なケース

・リハビリの視点が必要なケース

・治療優先により改善が可能なケース

【課題解決が困難な事例】

・医療ニーズの高いケース

・認知症の行動・心理症状が著しい

ケース

・支援拒否、地域からの孤立ケース

・老々介護、介護者に課題があるケース

・若年者・児童を含む多問題世帯

・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｻｰﾋﾞｽの調整が必要なｹｰｽ 等

ｻｰﾋﾞｽ提供事業者ケアマネジャー主治医

自治会・地区社協

民生委員

NPO・民間事業者

警察・児童相談所・

弁護士等の関係機関

提案

★利用者の自立支援に資する

適切なサービス提供による

要介護度の改善、在宅での

生活維持

★従事者の資質向上とケアの

質の向上

★多職種協働によるネット

ワークの構築

【得られる効果】

地域ケア会議のイメージ
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地域包括地域包括地域包括地域包括

ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム

のののの構築構築構築構築へへへへ個別事例

課題解決

地域課題

発見機能

連絡調整

機能

地域づくり

資源開発

機能

← 実務者レベル 代表者レベル →

政策

形成

機能

■自立支援に資するケアマネジメントの支援

■介護支援専門員への日常的個別指導・助言

■支援困難事例等の指導・助言

潜在ニーズの顕在化

■サービス資源に関する課題

■ケア提供者の質に関する課

題

■利用者、住民等の課題 等

■関係者との共通認識

■住民との情報共有

■課題の優先順位の判断

■連携・協働の準備と調整

■包括的・継続的ケア体制の

構築

■具体的な解決方法の検討

■関係機関の役割分担

■社会資源の調整

■新たな資源開発の検討

■地域包括支援ネットﾜｰｸの構

築

■市町村レベルの環境整備

■事業化、施策化

■行政計画への反映

■都道府県レベルへの提案

市町村・地域全体で開催

日常生活圏域ごとに開催

個別事例ごとに開催

（（（（仮称仮称仮称仮称））））個別個別個別個別ケアケアケアケア会議会議会議会議 （（（（仮称仮称仮称仮称））））地域地域地域地域ケアケアケアケア推進会議推進会議推進会議推進会議

個別事例の課題解決

を蓄積することにより、

地域課題の検討内容

が明らかになる

単なる顔合わせ会ではなく、住民

ニーズとケア資源の現状を共有し、

市町村レベルの対策を協議する場

検討結果が個別事例に活かされる

地域ケア会議は、

検討内容と導き

出したい方向性

によって、参加者

や規模は異なる。

市町村レベルの検討が円滑に進

むよう、圏域内の課題を整理する

自助・互助・共助・

公助を組み合わせ

た地域のケア体制

を整備

9

地域ケア会議の全体像



10

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの専門性専門性専門性専門性をををを活活活活かしたかしたかしたかしたアセスメントアセスメントアセスメントアセスメント

様様様様々々々々なななな制度制度制度制度ややややサービスサービスサービスサービスのののの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ

第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる客観的客観的客観的客観的なななな視点視点視点視点

横横横横のののの連携連携連携連携によるによるによるによる支援支援支援支援チームチームチームチームのののの形成形成形成形成

・・・・利用者利用者利用者利用者ののののＱＯＬＱＯＬＱＯＬＱＯＬ向上向上向上向上

・・・・自立支援自立支援自立支援自立支援にににに資資資資するするするする

ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントのののの実現実現実現実現

・・・・介護従事者介護従事者介護従事者介護従事者ののののＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴ

・・・・適正適正適正適正なななな介護給付介護給付介護給付介護給付

・・・・地域課題地域課題地域課題地域課題のののの発見発見発見発見 等等等等

サービスサービスサービスサービス担当者会議担当者会議担当者会議担当者会議とのとのとのとの違違違違いいいい

「地域ケア会議」における個別事例の検討は

・介護保険法に基づく「包括的支援事業」の一環として、地域包括支援センターが主体

となり、サービス提供者以外の第三者を含めて実施されること

・個別事例の課題だけではなく、エリア内の住民ニーズ、サービス資源、ケアの質の

課題も浮き彫りにすること

・個別事例を通して把握した課題を地域課題として、次のステップにつなげる機能を持

つこと

サービスサービスサービスサービス担当者会議担当者会議担当者会議担当者会議とのとのとのとの違違違違いいいい

「地域ケア会議」における個別事例の検討は

・介護保険法に基づく「包括的支援事業」の一環として、地域包括支援センターが主体

となり、サービス提供者以外の第三者を含めて実施されること

・個別事例の課題だけではなく、エリア内の住民ニーズ、サービス資源、ケアの質の

課題も浮き彫りにすること

・個別事例を通して把握した課題を地域課題として、次のステップにつなげる機能を持

つこと

効効効効

果果果果

多職種協働による地域ケア会議の意義
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自立支援自立支援自立支援自立支援にににに資資資資するするするするケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント効果効果効果効果によりによりによりにより課題課題課題課題がががが解決解決解決解決しししし

Ａさんが 回復して自立になったとしたら…

もともと非該当だった場合は…

介護認定や介護サービスを拒否する方だとしたら…

・公的サービスに該当しない人の支援をどうする

・インフォーマルサービスを活用するには誰が何をする

・資源がない場合はどうする

・もっと早期に発見して支援するにはどうする

・地域には他にも同じような人がいるのでは

・住民ニーズとサービス資源の地域診断

・優先順位の判断と共有

・関係機関の調整、役割分担の明確化

・地域の強みを活かした新たなしくみづくり

・施策化（次期介護保険事業計画への位置づけ等）

個別事例個別事例個別事例個別事例

課題解決課題解決課題解決課題解決

地域課題地域課題地域課題地域課題

のののの発見発見発見発見

連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整

地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり

資源開発資源開発資源開発資源開発

政策形成政策形成政策形成政策形成

個別課題個別課題個別課題個別課題がががが明確明確明確明確

になることによりになることによりになることによりになることにより、、、、

地域課題地域課題地域課題地域課題をををを検討検討検討検討しししし

やすくなるやすくなるやすくなるやすくなる

個別課題個別課題個別課題個別課題がががが明確明確明確明確

になることによりになることによりになることによりになることにより、、、、

地域課題地域課題地域課題地域課題をををを検討検討検討検討しししし

やすくなるやすくなるやすくなるやすくなる

個別課題の解決から始める意義



自立支援に資するケアマネジメントの

一つの考え方（参考）

（株）日本総合研究所

資料５-２



介護保険における自立支援の考え方

在宅における自立した日常生活の重視

「可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活

を営むことができるよう配慮する」

2015年の高齢者介護（高齢者介護研究会報告書,H15.6.26）

〇介護予防・リハの充実

リハビリテーションとは、

「その人の持つ潜在能力を引き出し、生活上の活動能力を高めていくこと」

介護予防とは、

「介護が必要な状態にならない、介護が必要となってもできるだけ軽く、要する

期間をできるだけ短くし、自分の能力を生かし地域社会に積極的に参加し、

自分らしく生きがいある充実した人生を送ること」

〇生活の継続性を維持するための新しい介護サービス体系

地域包括ケアシステムの確立が上げられている。

包括ケアとは、

「介護以外の問題にも対処し、介護サービスを提供する保健・医療・福祉専門職

やボランティアなど社会資源を活用、統合したケア」



生活の改善の可能性に焦点を当てた

自立支援に資するケアマネジメントの考え方

〇24時間365日の生活において、主体的に能力を発揮できることが自立の考え

方であり、そのことが何かをしてみようという意欲を引き出し、高齢者の活動

性を高める。

〇介護保険による「持てる生活能力」を維持し、できない部分の介護を支援する

だけでなく、積極的に「自分の能力を生かし」、地域社会に積極的に参加し、

「生活の改善の可能性」に焦点を当てた自立支援に資するケアマネジメント

が今後求められている。

【視 点】

・ＡＤＬをゴールとしない。

ＩＡＤＬ、生きがい・楽しみなどＱＯＬを含むその人の24時間365日に焦点を当てる。

・生活行為をプラスの視点から把握→  できるところできるところできるところできるところ探探探探しししし

（（（（意欲意欲意欲意欲やややや生生生生きるきるきるきる希望希望希望希望につながるにつながるにつながるにつながる））））

・行為全体をできないと判断するのではなく、可能性可能性可能性可能性をををを見見見見つけていくつけていくつけていくつけていく思考思考思考思考

〇サービス提供後のモニタリングにおいて、プランプランプランプランがうまくいかなかったがうまくいかなかったがうまくいかなかったがうまくいかなかった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そのそのそのその

理由理由理由理由をををを確認確認確認確認ししししフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックしていくしていくしていくしていくことが重要となる。



見極めた行為能力に対する適切な対応

行為能力行為能力行為能力行為能力のののの段階段階段階段階

・できる

・できるがしていない

・できる可能性がある

・もう少しうまくできる（楽にできる）

可能性がある

・できる可能性が低い

可能性に焦点を当てた行為能力のアセスメント

①「できる・できるがしていない」

②「できる可能性がある・もう少しうまくできる（楽にできる）可能性がある」

③「できる可能性が低い」

の３段階を見極める

疾患のリスクや心身機能の見極め、

生活行為の予後予測ができる

医療との連携が必要不可欠

それぞれの段階によって、

主な支援の方向性が異なる



自立支援に資するケアマネジメントのプロセス

○本人の可能性に焦点を当て、ＡＤＬＡＤＬＡＤＬＡＤＬのみならずのみならずのみならずのみならず、、、、ＩＡＤＬＩＡＤＬＩＡＤＬＩＡＤＬややややＱＯＬＱＯＬＱＯＬＱＯＬといったといったといったといった

生活生活生活生活行為行為行為行為のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるる。。。。

○能力能力能力能力をををを活用活用活用活用してしてしてして自自自自らららら行為行為行為行為をををを行行行行うううう可能性可能性可能性可能性をををを検討検討検討検討し、支援計画を作成する。

※利用者の生活目標に対する意欲向上に働きかけるよう支援することが

重要となる。

①練習によりできる可能性あり → リハビリテーションの検討

②方法や道具の工夫、生活環境の → 福祉用具等の利用、環境

調整でできる可能性あり 調整の検討

③できる可能性が低い場合は、 → 介護サービスの利用

介護が必要な部分

判

断

の

流

れ

※できないところのみを支援し、

できるだけ自ら行う環境を

維持していくことが重要

【例 示】



生活行為向上を図ったマネジメントの例(入浴行為)

入

浴

し

た

い

意

欲

浴

室

の

掃

除

湯

の

準

備

着

替

え

の

準

備

衣

服

を

脱

ぐ

浴

室

ま

で

の

移

動

体

を

洗

う

浴

槽

の

出

入

り

体

を

拭

く

衣

服

を

着

る

入浴行為は一連の行為で成り立っている

①「できる・できるがしていない」

②「できる可能性がある・もう少しうまくできる（楽にできる）可能性がある」

③「できる可能性が低い」

トレーニングによる

能力の獲得

方法や道具の工夫・

生活環境の調整

人的な支援

（必要最低限）

生活行為を分析し、原

因を特定する。

行為能力の見極め

予後予測の判断

３つの段階で、行為能

力を見極める。

予後予測のもと、優先

順に判断する。

利用者の能力を引き

出し自立を支援する。

プラン（案）の作成

支援内容（案） 支援内容（案） 支援内容（案）

判断判断判断判断のののの流流流流れれれれ

○意欲はあるか

○手順は理解できるか

○目が見えているか

○集中力があるか

○操作が安定して行えるか

○筋力・バランス力等は十分か

様々な視点からの分析



チームアプローチによるケアマネジメントの流れ

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

・本人の思い

・家族の思い

・心身機能

・生活動作能力

・医療情報

・環境情報

・家族情報

・その他

情

報

把

握

ケ

ア

プ

ラ

ン

原

案

作

成

ケ

ア

プ

ラ

ン

修

正

原

案

作

成

利

用

者

・

家

族

へ

の

説

明

サ

ー

ビ

ス

提

供

開

始

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

【【【【サービスサービスサービスサービス調整調整調整調整のののの場場場場としてのとしてのとしてのとしての会議会議会議会議】】】】

・利用者の状況等に関する情報を共有

・サービス計画原案に対して、多職種による

専門的な見地から議論

利

用

者

へ

の

同

意

ケアプラン作成作業 説明と同意情報集約と課題の整理

医療機関

介護サービス事業所

その他

参 加

【【【【アセスメントアセスメントアセスメントアセスメントにおけるにおけるにおけるにおける考考考考ええええ方方方方】】】】

①練習によりできる可能性あり → リハビリテーションの検討

②方法や道具の工夫、生活環境の調整でできる可能性あり → 福祉用具等の利用検討

③人的な支援 → できないところを支援する介護サービスの導入
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